
平岡公園町内会 個人情報取扱規程  

第 1条（目 的） 

平岡公園町内会（以後「本会」という）が、保有する個人情報の適正

な取り扱いと町内会活動及び事業の円滑な運営を行う上で、会員の権利

利益を保護することを目的とする。 

第２条（責務と適用範囲） 

本会の役員（町内会役員・会館運営委員）は、個人情報保護に関する法

令等を遵守するとともに、町内会活動において会員の個人情報の保護に

務めることとする。但し「班長・見守り協力員・ボランティア」につい

ては役員に準ずるものとして法令等を遵守し保護に努める事を努力する

ものとする。 

第３条（個人情報の取得） 

本会における個人情報は、「居住者名簿」「役員名簿」「各種行事等

の申込書」「委任状」等、本会に提出された次の事項を二つ以上記し

たもので個人の特定が可能なものとする。 

（それらを記録した SDカード、USB、CD等の磁気媒体を含む） 

① 氏名（家族・同居人を含む）・生年月日・性別・住所・電話番号 

② その他、本会が必要とするもので本人の同意を得た事項。 

    尚、本会の事業運営に係る名簿等の提出（各種回覧での申込書、委任状

を含む）は、町内会活動上必要な開示の承諾ありとみなす事とする。 

第４条（情報の利用目的） 

取得した個人情報は、以下の事項の目的に沿った利用を行うものと 

する。 

（1） 町内会活動に関する活動。 

（2） 会費の徴収、納入、管理に係るもの。 



（3） 町内会員名簿の作成及び町内会員居住地図の作成。 

第５条（管理及び保管について） 

個人情報の管理は、会長または会長が指定する役員が管理責任者と 

して、適正な取り扱い及び保管状況を管理する。又保管について

は、会長が指定する役（会館館長を含む）が保管責任者として、町

内会館の保管鉄庫に施錠保管し、適正に管理する。 

２ 個人情報取扱責任者 

取扱責任者は会長が指名し「個人情報の漏えい、流失防止」の為に適 

切な措置を講ずるものとする。（具体的な保管取り扱いについては別 

に定める授受保管取り扱い手続きによる） 

３ 役員の会員名簿保持について 

町内会役員の三役（会長・副会長、会計部長、総務部長）及び各 

区長・副区長は本会運営上必要なため、会員名簿を保持すること 

が出来るものとする。 

４ 保管期間  

① 前項の不要となった個人情報は、会長または会長の指定する役員 

立合いのもとで、適正かつ速やかに裁断廃棄するものとする。 

② 本会の個人情報及びそれに準ずる文書は（文書等保存期間は別に定 

める文書保存規程による）会員が転居及び退会した場合は、会長ま 

たは 

会長の指定する役員立合いのもとで、適正かつ速やかに裁断廃棄する 

ものとする。 

第６条（提供及び委託）  

個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ない



で第三者に開示及び提供・委託をしてはならない。（個人情報保護法

に規定されている事項） 

（1） 法令に基づく場合 

（2） 人の生命・身体または財産の保護のために必要な場合 

（3） 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（4） 委託先に提供する場合 

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の 

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。 

（これらに準じる公共目的の団体・連合町内会、学校等を含む） 

（５）その他、町内会活動で予め決めた提供先（会員の団体保険の加入 

先、参加者名簿等）。 

 

 

付帯決議事項 

尚、今後に想定外の事項についてはその都度、役員会で協議対応を決定する。 

決定事項については、翌年の総会にて報告し事後承認を得ることとする。 

                   （平成 29年 4月総会議決） 

付 則  

1 この規程は平成 29年 4月 16日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

平岡公園町内会 個人情報授受保管取扱手続き 

第１条（目 的） 

「平岡公園町内会個人情報取扱規程」（以後「本会規程」という）により取

得した個人情報について、本会規程の目的を遂行するため、適正な保管、授

受及び取扱いについて定める。 

第２条（取扱責任者及び補助者） 

取扱責任者とは、本会規程第５条２項において指名された取扱責任者で 

ある。 

2 町内会活動において、各部の所管する事業において取り扱う個人情報につ 

いては、所管する各部の部長を保管（取扱）責任者とし、副部長を補助者

とすることが出来る。 

第 3条（保管の種類及び枚数の管理） 

本会規程に定める個人情報の管理は、別紙「個人情報管理簿」により管理

するものとする。 

2 別紙、「個人情報管理簿」では、異動日毎（受け入れと廃棄等）に「個人

情報の種類」「入手先」「枚（個）数」などの項目を記入し、現在数の管

理に努め、情報の漏えい、流失防止などに努める。 

第 4条（閲覧および持ち出し） 

本会の会員が閲覧を申し出た場合（自身の情報に限る）、本人確認を行い

確認が出来た場合のみ、保管責任者が立会し閲覧することが出来るものと

する。その際には、閲覧記録簿に閲覧日、閲覧者氏名及び閲覧書類名、本

人確認資料を記録することとする。 

2 本会が保管管理する個人情報の書類（磁気媒体を含む）は、災害時の非常 

持ち出しを除き持ち出しを厳禁とする。 

第５条（役員が保管する個人情報の保管について） 

    町内会役員の三役（会長・副会長、会計部長、総務部長）及び各区長・

副区長が保持している、本会運営上必要な会員名簿については、自宅に

於いて施錠可能な保管設備に保管、適切な管理をし「個人情報の漏え

い、流失防止」に努める事とする。 

 


